
第３３回議会運営委員会 
 

日 時 令和５年１月１８日（水） 

午前１０時 

場 所 第１委員会室 

付議事項 
 

１ 令和５年第１回（１月）臨時会に関する事項について 

(1) 会期案について 

１月２４日（火）の１日間 

・議案第１号 令和４年度山陽小野田市一般会計補正予算（第８回）について 

(2) 議事日程案について 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘要 

１ ２４ 火 

午前１０時 本会議 

・会期の決定 

・議案１件を上程、提案理由の説明、

質疑及び委員会付託 

本会議休憩中  委員会  ・一般会計予算決算常任委員会（全体会）  

委員会終了後 本会議 
・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

 

２ 申し入れ書（山陽小野田市議会６月定例会以降に開催されます本会議また

委員会等、市議会が定める公開される会議の撮影を許可していただきますよ

う申請いたします。）について 

 

３（仮称）議会個人情報の保護に関する条例の制定について・・・資料１ 

 

４ 代表質問について 

 

５ その他 

全員協議会の開催日時 

１月２４日（火）午前９時３０分から 議運決定事項の報告 





山陽小野田市議会の個人情報の保護に関する条例の整備について  

 

１  令和３年５月１９日に公布されたデジタル社会の形成を図るため

の関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律

（以下「個人情報保護法」という。）が改正され、令和５年４月１日

に施行されることに伴う対応  

 

  現在、山陽小野田市議会における個人情報の保護に関する制度につ

いては、山陽小野田市個人情報保護条例第２条第３号の実施機関の一

つとして規定され、同条例により執行機関と同様に規律されている。 

 

  令和５年４月１日以後は、執行機関の個人情報の保護に関する制度

については、改正後の個人情報保護法により直接規律されることにな

るが、議会は同法による規律の対象外となっているため、山陽小野田

市議会において、現行の山陽小野田市個人情報保護条例に代わる新条

例を制定し、同条例により規律することとなる。  

 

２  条例案作成に当たっての考え方  

(１ )現行の山陽小野田市個人情報保護条例は、市のいずれの機関である

かにかかわらず同一の制度となっている。改正後の個人情報保護法施

行後についても、執行機関と議会における個人情報保護が基本的に同

一の制度となるよう整合性を図る。（基本的に改正後の個人情報保護

法と同一の規定内容とする。）  

  なお、全国市議会議長会が示した「デジタル社会の形成を図るため

の関係法律の整備に関する法律第５１条の規定による改正後の個人

情報の保護に関する法律等の対照表」を参考とする。  

(２ )議会の定める個人情報の保護に関する条例と執行機関の個人情報

保護法施行条例等との調整を図る。（基本的に山陽小野田市個人情報

保護法施行条例と同一の規定内容とする。）  

 

資料１  

 


